
広 報

発発行行　　黒黒 滝滝 村村 役役 場場　　　　��〒〒６６３３８８‐‐００２２９９２２　　吉吉 野野 郡郡 黒黒 滝滝 村村 大大 字字 寺寺 戸戸７７７７番番 地地　　　　　　
@ ００７７４４７７‐‐６６２２‐‐２２００３３１１ I ６６２２‐‐２２５５６６９９

EE--mmaaiill  kkuurroottaakkii@@vviillll..kkuurroottaakkii..nnaarraa..jjpp     hhttttpp::////wwwwww..vviillll..kkuurroottaakkii..nnaarraa..jjpp

村村 のの 施施 設設のの電電話話番番 号号
市外局番

●匿　　名　　　　　　　　　福祉に役立つように　　１８，０００円

●向井　利雄 様 （栃木県） 亡母ナツエさん満中陰志として　５万円

●山口　勝　 様 （中　戸） 亡父長次さん満中陰志としてて　５万円

●匿　　名　　　　　　　　　福祉に役立つように　　 ６，７９０円

●近藤　博昭 様 （寺　戸） 長男祐樹さん結婚内祝として　　５万円

善 意 銀 行
（２月１３日受理分まで）

皆様の善意に対して心から感謝申し上げます

役　　　　場

IP電話

教 育 委 員 会

IP電話

診 　 療 　 所

IP電話

歯 科 診 療 所

デイサービスセンター

こもれびホール

（財）黒滝森物語村

案内センター

きららの森・赤岩

黒 滝 駐 在 所

人 口 ・ 世 帯 数
（２月１日現在）

男　　　４７９　人　　（－３）

女　　　５４４　人　　（±０）

計　１，０２３　人　　（－３）

世帯　　　４１５世帯　　（－５）

オニのお面でポーズ！！オニのお面でポーズ！！

奈奈奈奈良良良良弁弁弁弁護護護護士士士士会会会会中中中中南南南南和和和和法法法法律律律律相相相相談談談談

セセセセンンンンタタタターーーー無無無無料料料料法法法法律律律律相相相相談談談談所所所所のののの開開開開設設設設

次のとおり、奈良弁護士会中南和法律相談センターによる
無料法律相談所が開設されます。相談は電話による事前予約制
で、お一人（組）あたり30分の範囲で、計６人（組）の方まで
受付けが可能です。是非ご活用下さい。

日 時 4月 22日（火）午後１時～ 4時まで

場 所 黒滝村中央公民館　２階応接室

●事前予約連絡先
奈良弁護士会　中南和法律相談センター係　
@ ０７４２‐２２‐２０３５

●予約受付
４月15日（火）から前日までの午前９時30分～12時

午後１時～５時
（土・日曜日は休み）

※相談日当日の予約はできません。
●問合せ 役場総務課



【
税
金
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？
】

納
税
義
務
者
の
税
負
担
の
不
公
平

の
是
正
と
納
税
意
識
の
高
揚
を
図
り
、

ま
た
、
村
唯
一
の
自
主
財
源
で
あ
る

税
収
入
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に

平
成
17
年
度
か
ら
滞
納
処
分
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

本
年
度
（
12
月
末
現
在
）
の
滞
納

処
分
執
行
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。●

滞
納
者
の
財
産
調
査
件
数
　
　
　

・
・
・
　
２
５
０
件

●
財
産
差
押
通
知
件
数
　
　
　
　
　

・
・
・
　
　
　
14
件

●
財
産
差
押
実
施
件
数
　
　
　
　
　

・
・
・
　
　
　
１
件

昨
年
、
12
月
の
県
下
全
市
町
村
一

斉
滞
納
整
理
強
化
月
間
に
財
産
差
押

を
実
施
し
ま
し
た
。
今
後
も
悪
質
滞

納
者
へ
は
、
滞
納
処
分
を
実
施
し
ま

す
。差

押
え
と
は
、
法
律
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
強
制
的
な
処
分
で
す
。
税

金
を
滞
納
し
て
い
る
方
は
そ
の
金
額

の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
で
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

特
別
な
理
由
な
ど
で
納
付
期
限
内

に
納
税
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

は
、
そ
の
ま
ま
放
置
せ
ず
役
場
住
民

課
税
務
グ
ル
ー
プ
ま
で
ご
相
談
下
さ

い
。

【
滞
納
整
理
の
方
針
】

村
は
、
最
後
ま
で
滞
納
者
の
自
主

的
納
付
を
促
し
、
継
続
的
な
滞
納
状

況
か
ら
抜
け
出
し
、
最
終
的
に
は
、

納
期
内
納
税
者
と
な
れ
る
よ
う
手
助

け
を
行
い
ま
す
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
再
三
の

催
告
に
応
じ
な
い
等
、
納
税
の
意
思

が
見
ら
れ
な
い
滞
納
者
に
は
、
最
終

手
段
と
し
て
差
押
え
を
行
い
、
そ
れ

で
も
な
お
納
税
さ
れ
な
い
と
き
は
、

差
押
え
物
件
を
公
売
し
、
そ
の
売
却

代
金
を
滞
納
村
税
等
に
充
当
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

【
収
納
率
　
100
％
を
目
指
し
て
　

今
後
の
対
応
】

◆
自
動
車
等
差
押

（
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
方
式
）
の
実
施

①
対
象
者

再
三
の
催
告
に
応
じ
な
い
、
村
税

等
の
滞
納
者

②
取
組
概
要

・
納
税
催
告
に
誠
意
の
見
ら
れ
な

い
滞
納
者
の
自
動
車
等

・
納
税
意
思
の
な
い
悪
質
な
滞
納
　

者
の
自
動
車
等

※
自
動
車
等
と
は
、
自
動
車
、
軽
自

動
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
を
指
し
ま

す
。

③
目
的

タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
滞
納
処
分

は
、
差
押
え
し
た
自
動
車
等
を
す
ぐ

引
き
揚
げ
ず
、
運
行
、
使
用
を
さ
せ

な
い
こ
と
で
滞
納
者
に
自
主
的
納
税

を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

な
お
、
自
動
車
等
を
差
押
え
し
た

場
合
は
、
滞
納
者
に
保
管
命
令
を
行

い
、
そ
の
後
納
税
さ
れ
な
い
と
き
は

引
き
揚
げ
て
公
売
し
ま
す
。

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
実
施

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施
す

る
た
め
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
と
利
用
契

約
を
締
結
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
公
売
を
実
施
し
ま
す
。

●
問
合
せ

役
場
住
民
課

タイヤロックの
装 着 例

拡拡大大拡拡大大

許許
しし
まま
せせ
んん
！！！！

滞滞
納納

広報くろたき　

黒黒黒黒
滝滝滝滝
村村村村
議議議議
会会会会

活活活活

動動動動

状状状状

況況況況

６
〜
７
日
○
陳
情

８
日
○
中
吉
野
広
域
消
防
組
合
議
会

12
日
○
奈
良
県
町
村
議
会

議
長
会
役
員
会

14
日
○(

財)

黒
滝
・
森
物
語
村
理
事
会

15
日
○
奈
良
県
銘
木
協
同
組
合
黒
滝
祭

18
日
○
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会

21
日
○
月
例
出
納
監
査

24
〜
25
日
○
消
防
委
員
会
県
外
研
修

27
日
○
南
和
広
域
衛
生
組
合
議
会

○
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会

28
日
○
地
域
活
性
化
委
員
会

議議 会会２
月
１
日
議
会
臨
時
会
が
開
か
れ
、

３
の
議
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
の
原

案
も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
審
議
さ
れ
た

内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
１
回
議
会
臨
時
会

■
　
補
正
予
算
に
つ
い
て

●
平
成
19
年
度
黒
滝
村
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
10
号
）

●
平
成
19
年
度
黒
滝
村
簡
易
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

■
　
そ
の
他

●
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

1

月

10
日
○
経
済
建
設
委
員
会

13
日
○
区
長
会

15
日
○
吉
野
郡
町
村
議
会
議
長
会

16
日
○
奈
良
県
消
防
協
会

吉
野
支
部
出
初
式

○
南
和
広
域
衛
生
組
合
議
会

22
日
○
森
林
組
合
地
区
役
員
懇
談
会

24
日
○
月
例
出
納
監
査

26
日
○
奈
良
県
銘
木
協
同
組
合

黒
滝
支
部
総
会

○
吉
野
郡
人
権
・
同
和

推
進
協
議
会
総
会

31
日
○
総
務
厚
生
委
員
会

○
経
済
建
設
委
員
会

2

月

１
日
○
議
会
全
員
協
議
会

○
第
１
回
議
会
臨
時
会

４
日
○
山
林
労
働
組
合

黒
滝
支
部
定
期
大
会

奈良県では、税と地方道路整備臨時交付金で
約１００億円の減収です。
このため、少なくとも年間約１００億円の事業
が減少します。

（Ｈ１８年度決算額で試算）
【参考】県のＨ１９道路事業費は約５１３億円

（うち、維持管理費等約１６９億円）

奈良県内の市町村でも、税と地方道路整備臨時
交付金で約７０億円の減収となり、道路整備・
道路の維持管理に重大な影響があります。

議会定例会の日程案内議会定例会の日程案内

●３月11日 9時～：開会

傍聴を希望される方は、上記の
時間までに役場議場までお越し下さい。

道路特定財源の暫定税率・
地方道路整備臨時交付金の廃止に

よる奈良県事業への影響

奈奈奈奈良良良良県県県県土土土土木木木木部部部部よよよよりりりり

詳しくは、奈良県ホームページをご覧下さい。



国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
も
う
一

枚
必
要
な
方
は
、「
遠
・
学
被
保
険
者
証
」

交
付
の
手
続
き
が
出
来
ま
す
の
で
、
希
望

さ
れ
る
方
は
、
印
鑑
と
在
学
証
明
書
ま
た
、

そ
れ
に
か
わ
る
証
明
書
を
持
っ
て
、
更
新

日
ま
で
に
役
場
保
健
福
祉
課
国
保
係
ま
で

お
越
し
下
さ
い
。

交
付
出
来
る
の
は
次
の
よ
う
な
方
で
す
。

①

平
成
20
年
度
に
修
学
の
た
め
に
現
住
所

地
に
い
な
い
方
。

②

遠
隔
地
の
病
院
へ
通
院
す
る
た
め
に
現

住
所
地
に
い
な
い
方
。

③

長
期
間
遠
方
で
仕
事
を
す
る
た
め
に
現

住
所
地
に
い
な
い
方
。

な
お
、「
遠
・
学
被
保
険
者
証
」
は
毎
年

申
請
で
す
の
で
、
平
成
19
年
度
に
「
遠
・

学
被
保
険
者
証
」
を
お
持
ち
の
方
も
、
平

成
20
年
度
に
必
要
で
あ
れ
ば
再
度
申
請
し

て
下
さ
い
。

◆
義
務
教
育
就
学
前
の

子
ど
も
の
自
己
負
担
割
合

乳
幼
児
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

は
医
療
費
を
２
割
負
担
に
軽
減
す

る
対
象
年
齢
が
「
３
歳
未
満
」
で

し
た
が
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
は

「
義
務
教
育
就
学
（
小
学
校
入
学
）

前
」
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

●
平
成
20
年
３
月
ま
で

３
歳
未
満
　
２
割

●
平
成
20
年
４
月
か
ら

義
務
教
育
就
学
前
　
２
割

（
６
歳
に
達
す
る
日
以
降
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）

◆
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
国
保
に
加

入
し
、
被
用
者
年
金
（
厚
生
年
金

な
ど
）
を
受
け
ら
れ
る
75
歳
未
満

の
人
と
　
そ
の
被
扶
養
者
は
退
職

者
医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
ま
す

が
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
そ
の
対

象
年
齢
が
65
歳
未
満
に
変
わ
り
ま

す
。
65
歳
に
な
る
と
、
一
般
の
国
保

の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢

●
平
成
20
年
３
月
ま
で

75
歳
未
満

●
平
成
20
年
４
月
か
ら

65
歳
未
満

◆
高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
制
度
の
創
設

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
世
帯
に

介
護
保
険
の
受
給
者
が
い
る
と
き
、

国
保
と
介
護
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自

己
負
担
限
度
額
を
適
用
後
に
、
両
方

の
年
間
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
て

一
定
の
限
度
額
（
年
額
）
を
超
え
た

場
合
は
、
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
る

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
が

創
設
さ
れ
ま
す
。

平
成
20
年
４
月
か
ら
変
更
さ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
凍
結
措
置
に
よ
り
実
施
が

１
年
間
延
期
さ
れ
、
平
成
21
年

４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
予
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。

70
〜
74
歳
の
方
が
お
医
者
さ

ん
に
か
か
っ
た
と
き
の
自
己
負

担
割
合
は
、
平
成
21
年
３
月
31

日
ま
で
は
原
則
１
割
、
現
役
並

み
所
得
者
３
割
と
な
り
、
平
成

21
年
４
月
１
日
か
ら
現
役
並
み

所
得
者
以
外
の
方
に
つ
い
て

２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

現
役
並
み
所
得
者
は
３
割
で

変
わ
り
ま
せ
ん
。

の
制
度
が
一
部
改
正
に
な
り
ま
す
！！

一　般

上位所得者

住民税
非課税世帯

６７万円
（８９万円）

１２６万円
（１６８万円）

３４万円
（４５万円）

現役並み所得者

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

６２万円　　　５６万円
（８３万円） （７５万円）

６７万円（８９万円）

３１万円（４１万円）

１９万円（２５万円）

７０歳
未満

後期高齢者
医療制度７０～７４歳

一　般
平
成
20
年
４
月
か
ら
の

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
限
度
額

【
年
額
《
各
年
８
月
〜
翌
年
７
月
》（
予
定
）】

※平成２０年４月から７月に対象となる負担がある場合については、
合算して（ ）内の限度額を適用する場合があります。

◆

70
〜
74
歳
（
現
役
並
み
所

得
者
以
外
）
の
自
己
負
担
割
合

が
２
割
に
変
わ
り
ま
す
！

国国
保保

平
成
20
年
４
月
か
ら

広報くろたき　

『『
国国
民民
健健
康康
保保
険険
被被
保保
険険
者者
証証
』』
のの
更更
新新
及及
びび

『『
後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療
被被
保保
険険
者者
証証
』』
のの
交交
付付
にに
つつ
いい
てて

大　字　　 交付時間　　　　 交付場所

笠　木　 9：00 ～ 9：20 笠木地区老人憩いの家前　

桂　原　 9：25 ～ 9：45 桂原集会所前

長　瀬　 9：50 ～ 10：10 長瀬集会所前　

粟飯谷　10：20 ～ 10：40 粟飯谷集会所前

御吉野　10：50 ～ 11：00 御吉野老人憩いの家前

堂　原　11：05 ～ 11：25 堂原老人憩いの家前

川　戸　13：10 ～ 13：30 川戸老人憩いの家前

雫　　13：35 ～ 13：50 光照寺前

上中戸　13：55 ～ 14：10 上中戸老人憩いの家前

上　平　14：15 ～ 14：25 光徳寺前

赤　滝　14：30 ～ 14：55 赤滝集会所前

脇　川　15：10 ～ 15：35 脇川集会所前

槙　尾　15：40 ～ 16：00 槙尾集会所前

鳥　住　16：10 ～ 16：30 鳥住集会所前

寺　戸　 9：00 ～ 16：30 黒滝村役場

※当日更新に必要なもの
・現在使用している国民健康保険被保険者証及び老人保健医療被保険者証
・印鑑（認印で結構です。）
※当日決められた時間・場所に来られない方は、事前にご連絡下さい。

●その他わからないことがありましたら、役場保健福祉課まで
お問合せ下さい。

交付日： 3月31日（月）

現
在
お
持
ち
の
「
老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
」
及
び
「
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
」
は
、
３
月
31
日
で
期
限
切
れ
と
な
り
ま
す
。
本
年
も
、

下
記
の
日
時
の
と
お
り
、
村
内
を
巡
回
し
ま
す
の
で
お
越
し
下
さ
い
。



国
民
年
金
の
給
付
に
は
、
老
後
の

生
活
保
障
で
あ
る
老
齢
基
礎
年
金
だ

け
で
な
く
、
思
わ
ぬ
事
故
等
に
よ
り

障
害
が
残
っ
た
と
き
の
障
害
基
礎
年

金
、
生
計
を
維
持
し
て
い
る
人
が
亡

く
な
っ
た
と
き
の
遺
族
基
礎
年
金
が

あ
り
ま
す
。
保
険
料
を
納
期
限
ま
で

に
納
め
て
い
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
納
期
限
か
ら
二
年
間
を
経

過
す
る
と
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
将
来
受
給

す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
が
少

な
く
な
っ
た
り
、
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
送

付
さ
れ
る
「
納
付
書
」
で
金
融
機

関
・
郵
便
局
、
ま
た
は
お
近
く
の
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
お
支
払

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
書
で

一
括
前
納
す
る
と
割
引
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
一
括
前
納
を
口
座
振
替
に

す
る
と
割
引
額
が
有
利
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
一
括
前
納
で
き
な
く
て
も
、

月
々
の
口
座
振
替
を
早
割
（
当
月
保

険
料
の
当
月
末
引
落
し
）
に
す
る
と

割
引
が
あ
り
ま
す
の
で
、

口
座
振
替
の
お
申
し
込
み
は
、

社
会
保
険
事
務
所
、
各
金
融
機
関
の

窓
口
ま
で
。
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

（
基
礎
年
金
番
号
な
ど
）
を
記
入
し
て

金
融
機
関
届
出
印
を
押
印
の
う
え
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、

社
会
保
険
事
務
所
へ
ご
確
認
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
問
合
せ

大
和
高
田
社
会
保
険
事
務
所

@
０
７
４
５
‐
２
２
‐
３
５
３
１

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

年年
金金
はは
、、
世世
代代
とと
世世
代代
のの
支支
ええ
合合
いい
のの
制制
度度
でで
すす
。。
ああ
なな
たた
がが
納納
付付
すす
るる

保保
険険
料料
がが
、、
高高
齢齢
者者
世世
代代
のの
生生
活活
をを
支支
ええ
てて
いい
まま
すす
。。
同同
時時
にに
、、
ああ
なな
たた
やや

家家
族族
のの
年年
金金
権権
をを
守守
るる
たた
めめ
にに
もも
、、
保保
険険
料料
はは
忘忘
れれ
ずず
にに
納納
付付
しし
まま
しし
ょょ
うう
。。

春
季
火
災
予
防
運
動
が
３
月
１
日

（
土
）
か
ら
３
月
７
日
（
金
）
ま
で
実

施
さ
れ
ま
す
。
平
成
19
年
中
の
中
吉

野
広
域
消
防
組
合
管
内
で
の
火
災
発

生
件
数
は
23
件
で
、
そ
の
内
訳
は
建

物
火
災
14
件
、
車
両
火
災
０
件
、
林

野
火
災
１
件
、
そ
の
他
の
火
災

（
ゴ
ミ
焼
却
、
野
焼
き
か
ら
の
山
林
へ

の
延
焼
等
）
８
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

火
災
が
発
生
し
や
す
い
気
候
と
な

る
時
季
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火
の

取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ

う
。ま

た
、
こ
の
運
動
と
併
せ
て
車
両

火
災
予
防
運
動
・
山
火
事
予
防
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、
車
両
内
へ

の
危
険
物
品
の
持
ち
込
み
、
山
林
内

で
の
た
き
火
・
火
入
れ
に
は
特
に
注

意
し
て
下
さ
い
。

平
成
20
年
春
季
火
災
予
防
運
動

統
一
標
語
　
「
火
は
見
て
る
　
あ
な
た
が
離
れ
る
　
そ
の
時
を
」

住
宅
防
火
　
い
の
ち
を
守
る
　
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

〜

３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策

〜

※
老
朽
化
し
た
消
火
器
の
廃
棄
に
関
す
る
問
合
せ

中
吉
野
広
域
消
防
組
合
黒
滝
出
張
所
　
@
６
２
‐
２
２
９
９
　

h
ttp
://w

w
w
.n
a
ka
yo
s
h
in
o
.o
r.jp
/

◆
４
つ
の
対
策

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
な
ど
を
設
置
す
る
。

○
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め

に
、
防
炎
製
品
な
ど
を
使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
備
え
る
。

○
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る

た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
つ
く
る
。

◆
３
つ
の
習
慣

○
寝
タ
バ
コ
は
、
絶
対
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
物

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

○
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

広報くろたき　

◆
医
療
費
の
多
く
は
生
活
習
慣
病

日
本
で
は
い
ま
、
生
活
習
慣
病
が

増
え
続
け
て
い
ま
す
。
死
因
の
６
割
、

国
民
医
療
費
の
３
割
を
占
め
る
深
刻

な
病
気
で
す
。

こ
の
生
活
習
慣
病
の
発
病
に
大
き

く
影
響
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
ご
ろ

よ
く
耳
に
す
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
で

す
。メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を

予
防
・
改
善
で
き
れ
ば
、
生
活
習
慣

病
も
予
防
・
改
善
で
き
て
、
医
療
費

の
増
加
抑
制
に
つ
な
が
り
ま
す
。

◆
健
診
は
ど
う
変
わ
る
？

●●
基基
本本
健健
康康
診診
査査
にに
変変
わわ
りり
、、

「「
特特
定定
健健
診診
」」
がが
実実
施施
ささ
れれ
まま
すす
。。

健
診
の
実
施
主
体
が
、
村
か
ら
医

療
保
険
者
へ
変
更
に
な
り
ま
す
。
検

査
内
容
は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ー
ム
に
着
目
し
た
内
容
に
な
り
ま
す
。

●●
特特
定定
保保
健健
指指
導導
がが
実実
施施
ささ
れれ

まま
すす
。。

特
定
健
診
の
結
果
、
生
活
習
慣
の

改
善
が
必
要
な
方
を
見
つ
け
、
特
定

保
健
指
導
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

※
し
た
が
っ
て
、
村
が
行
う
特
定

健
診
・
特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
は

国
民
健
康
保
険
加
入
者
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
以
外
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

◆
健
診
を
受
け
な
い
と
ど
う
な

る
の
？

生
活
習
慣
病
は
知
ら
な
い
う
ち

に
進
行
し
、
発
症
し
ま
す
。
健
診

を
受
け
な
い
こ
と
は
病
気
を
見
逃

し
て
し
ま
う
原
因
を
起
こ
し
か
ね

ま
せ
ん
。
ま
た
、
受
け
な
い
と
罰

則
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
保
険
者
ご
と
に
受

診
率
や
保
健
指
導
に
よ
る
予
備
軍

の
減
少
率
の
目
標
が
定
め
ら
れ
、

目
標
の
達
成
率
に
よ
っ
て
平
成
20

年
度
か
ら
創
設
さ
れ
る
75
歳
以
上

の
方
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ

の
支
援
金
が
平
成
25
年
度
か
ら
加

算
・
減
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

◆
が
ん
検
診
は
ど
う
な
る
の
？

各
種
の
が
ん
検
診
は
こ
れ
ま
で

ど
お
り
村
が
行
い
ま
す
。
日
程
や

内
容
が
決
ま
り
次
第
、
広
報
誌
等

で
ご
案
内
し
ま
す
。

平成平成2020年度から健診が変わります！年度から健診が変わります！

メタボリックシンドロームとはメタボリックシンドロームとは･･････

内臓脂肪が蓄積することに
よって、血圧、血糖が高く
なったり、血中の脂質異常を
おこしたりして、食事や運動
などの生活習慣を改善しなけ
れば、心筋梗塞や脳卒中など
が起こりやすくなる状態

対象年齢　　　　　　対象年齢　　　　　　 加入保険　　　　　　　加入保険　　　　　　　 回回 数　　　　　　数　　　　　　 実施主体実施主体

40～74歳

75歳以上

黒滝村国民健康保険

政管健保、健保組合、共済組合

奈良県後期高齢者医療保険

年１回

黒滝村

各医療保険者

奈良県後期高齢者医療広域連合（※）

※黒滝村が奈良県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施する予定です。

平成20年度から、40歳以上のすべての人を対象に、
メタボリックシンドロームの予防・改善を目的とした健診と保健指導が実施されます。



自自
毎年３月末は、自動車の検査･登録の各種申請が集中し窓口が大変混み合います。移転登録

（名義変更）や抹消登録（廃車）等の各種手続きは、できるだけ早期に済まされますようお願いし
ます。検査・登録の手続き案内は、ヘルプデスク「０５０－５５４０－２０６３」（音声又はＦＡ
Ｘサービス）により２４時間行っています。
また、近畿運輸局ホームページ「http://www.kkt.mlit.go.jp/」で、各種手続き案内を掲載

していますのでご利用下さい。
なお、使用しなくなった軽自動車や原動機付自転車であっても、３月３１日（月）までに廃車手

続をしないと、軽自動車税が毎年４月１日現在の所有者に課税されます。
１２５cc以下のバイクは、役場で廃車できますので、ナンバープレート･印鑑･標識交付証明書を

お持ちの上、手続きにお越し下さい。
１２５ccを超えるバイク及び、軽自動車は、奈良運輸支局等で、ナンバープレート･印鑑･自動車

検査証･軽自動車税納税証明書･申請書類をお持ちの上、廃車手続を行って下さい。
運転者が身体障害者等である場合や、身体障害者等のために生計同一者が軽自動車を運転する場

合の税金については、身体障害者手帳等に記載の障害の程度により減免を受けられます。減免の申
請期限は軽自動車税の納期限前７日（４月２３日）までとなっています。

■問合せ 役 場 住 民 課

動車の各種手続きはお早めに！動車の各種手続きはお早めに！

最
近
、
業
者
が
無
料
で
日
用
品
を
配
り
、

商
品
の
無
料
配
布
を
口
実
に
販
売
目
的
を
隠

し
た
ま
ま
、
人
々
を
会
場
（
空
き
店
舗
や
民

家
の
一
室
）
に
誘
い
込
ん
で
い
ま
す
。
会
場

で
は
、
商
品
を
「
無
料
」「
格
安
」
で
配
布
し
、

集
ま
っ
た
人
々
に
得
し
た
気
分
に
さ
せ
て
、

お
も
し
ろ
お
か
し
く
や
り
取
り
し
て
い
る
う

ち
に
、
最
後
に
高
価
な
健
康
器
具
・
健
康
食

品
・
布
団
等
を
買
わ
せ
る
商
法
が
地
域
に
横

行
し
て
い
ま
す
。

被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス

●
「
無
料
」「
プ
レ
ゼ
ン
ト
」「
格
安
」
な
ど

に
誘
わ
れ
て
も
会
場
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
ほ
ど
高
い
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

●
も
し
会
場
に
行
っ
て
契
約
し
て
も
、
８
日

間
（
契
約
日
含
む
）
以
内
で
あ
れ
ば
、

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
（
解
約
）
は
可
能
で
す
。

●
最
近
は
、
現
金
契
約
し
た
場
合
、
ク
ー
リ

ン
グ
オ
フ
し
た
く
て
も
、
業
者
と
の
連
絡
が

と
れ
な
く
な
り
返
金
が
難
し
い
状
況
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ご
注
意
下
さ
い
。

シ
マ
ッ
タ
！
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に

役
場
住
民
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

催催
眠眠
商商
法法
（（
ＳＳ
ＦＦ
商商
法法
））

た
だ
ほ
ど
高
い
も
の
は
な
い
！

奈
良
県
に
お
い
て
、
平
成
20
年
２
月
10
日

か
ら
、
休
日
、
夜
間
の
産
婦
人
科
一
次
救
急

医
療
が
当
番
制
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
奈
良
県
広
域
災

害
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム→

産
婦
人
科
救

急
に
つ
い
て
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

２２
００
００
９９
年年
１１
月月
、、
上上
場場
会会
社社

のの
株株
券券
がが
電電
子子
化化
ささ
れれ
まま
すす
！！！！

●
株
券
電
子
化
に
よ
り
、
上
場
会
社
の
株

券
は
無
効
と
な
り
、
株
主
の
権
利
は
証
券
会

社
な
ど
の
金
融
機
関
の
口
座
で
電
子
的
に
管

理
さ
れ
ま
す
。

●
お
手
元
の
株
券
が
本
人
名
義
に
な
っ
て

い
な
い
場
合
は
、
電
子
化
に
よ
り
株
主
と
し

て
の
権
利
を
失
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の

で
、
株
券
電
子
化
の
実
施
前
ま
で
に
名
義
書

換
が
必
要
で
す
。

◆
電
子
化
に
関
す
る
問
合
せ

日
本
証
券
業
協
会

証
券
決
済
制
度
改
革
推
進
セ
ン
タ
ー

@
０
３
‐
３
６
６
７
‐
４
５
０
０

平
日
　
９
時
〜
17
時

休休
日日
、、
夜夜
間間
のの
産産
婦婦
人人
科科

一一
次次
救救
急急
医医
療療
体体
制制
にに
つつ
いい
てて

広報くろたき　

交付時間　　　　交付場所

10：00 ～ 10：05 笠木老人憩いの家前

10：15 ～ 10：20 桂原称念寺前

10：30 ～ 10：35 蛇ヶ谷

10：40 ～ 10：55 長瀬集会所前

11：05 ～ 11：15 粟飯谷正西寺前

11：25 ～ 11：30 御吉野（中辻銘木前広場）

11：35 ～ 11：45 堂原（桝田様宅前）

11：50 ～ 12：00 寺戸（泉の広場前）

交付時間　　　　交付場所

13：10 ～ 13：20 槙尾瀧光寺前

13：30 ～ 13：35 鳥住（青木様宅前）

13：45 ～ 13：50 脇川（豊田栄一様宅前）

14：00 ～ 14：05 川戸老人憩いの家前

14：10 ～ 14：15 雫光照寺前

14：25 ～ 14：40 赤滝集会所前

14：45 ～ 14：50 上平光徳寺前

14：55 ～ 15：00 上中戸老人憩いの家前

15：05 ～ 15：15 黒滝村役場前

狂犬病予防注射：4月15日（火）

４
月
15
日
（
火
）
に
狂
犬
病

予
防
注
射
が
、
次
の
日
程
で
行

わ
れ
ま
す
。
犬
を
飼
っ
て
お
ら

れ
る
方
は
最
寄
り
の
会
場
で
受

け
て
下
さ
い
。

ま
た
、
暴
れ
た
り
噛
み
傷
を

与
え
る
恐
れ
の
あ
る
犬
に
つ
い

て
は
、
口
輪
を
は
め
る
な
ど
の

適
切
な
処
置
を
さ
れ
た
う
え
、

犬
に
慣
れ
て
い
る
方
が
同
行
し

て
下
さ
い
。
な
お
、
手
数
料
は

次
の
と
お
り
で
す
。

◆
注
射
に
か
か
る
手
数
料

３
２
０
０
円

（
内
訳
）

注
射
手
数
料
　

２
６
５
０
円

注
射
済
票
交
付
手
数
料５５

０
円

◆
登
録
手
数
料

３
０
０
０
円

◆
愛
犬
に
は
登
録
を
！

現
在
、
犬
の
登
録
は
一
生
に

一
回
と
な
っ
て
い
ま
す
。
登
録

を
行
っ
て
い
な
い
犬
は
、「
野
犬
」

と
判
断
さ
れ
か
ね
ま
せ
ん
の
で
、

ま
だ
登
録
を
さ
れ
て
い
な
い
方

は
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
登
録
を
行

っ
て
下
さ
い
。

ま
た
、
飼
い
犬
が
死
亡
し
た

と
き
、
飼
い
主
や
飼
い
主
の
住

所
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
は
、

必
ず
役
場
へ
届
け
て
下
さ
い
。

※
犬
を
手
放
し
た
い
方
は
、
事

前
に
役
場
ま
た
は
吉
野
保
健
所

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

当
日
の
引
き
取
り
は
い
た
し
ま

せ
ん
。

◆
問
合
せ

役
場
住
民
課

吉
野
保
健
所

@
５
２
‐
０
５
５
１

犬犬
のの
登登
録録
及及
びび
狂狂
犬犬
病病
予予
防防
注注
射射

み
ん
な
の
迷
惑
の
も
と
に
な
る
放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
！

春 の 交 通安全県民運動春の交通安全県民運動
運運運運動動動動期期期期間間間間：：：： 4444月月月月 6666日日日日（（（（日日日日））））～～～～ 11115555日日日日（（（（火火火火））））



教員特
別手当・教育職（教諭）給料月額の　２/１００

異なる
管理職
手当

・参事職　　　　給料月額の１０/１００
・課長職　　　　給料月額の　８/１００
・課長補佐職　　給料月額の　６/１００

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員、臨時又は非常勤職員を含んだも
のです。
尚、これらの数値は平成１９年度総務省地方公共団体定員管理調査に基づいたものです。

（10）定員の状況・部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

（9）特別職の報酬等の状況
（平成１９年４月１日現在）

区　分 給料月額 期末手当（１８年度支給割合）

給
　
料

村　長
副村長
教育長

６３０，０００円
５６０，０００円
５００，０００円

６月期　１．６０月分
１２月期　１．７５月分

計　　３．３５月分
（教育長は一般職と同じ）

報
　
酬

議　長
副議長
議　員

２４０，０００円
１８０，０００円
１７０，０００円

６月期　１．６０月分
１２月期　１．７５月分

計　　３．３５月分

（8）職員手当の状況 （平成１８年度一般会計）

区　分 黒　　滝　　村 国

期末手当

勤勉手当

期末手当　　　 勤勉手当
６月期　　１．４０月分　　０．７２５月分
１２月期　　１．６０月分　　０．７２５月分
計　　 ３．００月分　　１．４５０月分

期末手当　　　 勤勉手当
６月期　　１．４０月分　　０．７２５月分
１２月期　　１．６０月分　　０．７２５月分
計　　　３．００月分　　１．４５０月分

退職手当

（支給率）
自己都合　　 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分
勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分
勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分
最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置　　　　　　国に同じ

（支給率）
自己都合　　 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分
勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分
勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分
最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置　定年前早期退職特例措置
（２～２０％加算）

時間外勤務手当

17
年
度

支　給　総　額 ３，３３６千円
職員１人当たり
支　給　年　額 １２４千円

18
年
度

支　給　総　額 １，３０３千円
職員１人当たり
支　給　年　額 ５０千円

その他の手当

区分 内　容（１月毎の支給金額） 国の制度との異同

扶養
手当

・配　　偶　　者　　　　　　　　　　　　　１３，０００円
・扶養親族１人当たり　　　　　　 ６，５００円
・配偶者がない場合の１人目の扶養親族　　　１１，０００円
・満１６歳～満２２歳の子１人毎　　　　　　 ５，０００円

同　じ

住居
手当

・借家・借間居住者最高支給限度　　　　　　２７，０００円
・持ち家居住者　新築・購入後５年間　　　　 ２，５００円 同　じ

通勤
手当

・交通機関利用者
全額支給の限度額　　　　　　　　　　　　５５，０００円

・自動車等使用者
２ 以上で５ ごとに１３段階の区分
（最高支給限度額　　　　　　　　　　　　２４，５００円）

同　じ

区　　　　　分 職　　　　員　　　　数 対　前　年　増　減　数
平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

一般行政部門

議　　会 ２ １ ２ １ ▲１ １
総　　務 １２ １０ ９ ▲４ ▲２ ▲１
税　　務 ２ ３ ３ １
農　　水 ５ ４ ４ ▲１
商　　工 ― ― ―
土　　木 ４ ４ ３ ▲１　 ▲１
民　　生 ４ ４ ４
衛　　生 ２ ２
小　　計 ３１ ２８ ２７ ▲４　 ▲３ ▲１

特別行政部門
教　　育 １５ １２ １３ ▲１ ▲３ １
小　　計 １５ １２ １３ ▲１ ▲３ １

普 通 会 計 計 ４６ ４０ ４０ ▲５ ▲６

公営企業等
会 計 部 門

病　　院 ３ ３ ３
水　　道 １ １ １
そ の 他 ３ ３ ３
小　　計 ７ ７ ７

合　　　　　計 ５３ ４７ ４７ ▲５ ▲６ ０

部　　　　　門

特殊勤務手当

区　　分 全　職　種
職員全体に占める
手当支給職員の割合

０％

支給対象職員１人
当たり平均支給年額

０円

手　当　の　種　類
感染症防疫作業従事
行旅死亡人処理作業従事

行旅病人取扱作業従事
（平成１９年４月１日現在）

（平成１８年度一般会計決算）

２

（一般会計決算）

黒滝村職員の給与などの概要　黒滝村職員の給与などの概要　

（注）１．平成１９年１２月給与改訂後の数値です。
２．調整手当は平成１８年４月１日より
廃止されました。

▲

広報くろたき　

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

（1）人件費の状況（一般会計決算）

（2）職員給与費の状況（一般会計予算・特別職は除く）

区　　分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ）１７年度の人件費率（参考）
１８年度 １，０４６人（１９．３．３１現在） １，２９８，７９６千円 ９６，５８５千円 ３５１，９７０千円 ２７．１％ ２７．６％

（注）１．平成１８年度の歳出額に対する人件費の割合です。
２．人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

区　　分 職員数（Ａ） 給　　　与　　　費 １人当たり給与費
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） （Ｂ／Ａ）

１９年度 ３９人 １３４，４７６千円 ２７，４３２千円 ４６，２１４千円 ２０８，１２２千円 ５，３３６千円

（3）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況

（注）１．職員手当には、退職手当を含みません。 ２．職員数は平成１９年４月１日現在の人数です。
３．数値は平成１９年度地方公務員給与事態調査に基づきます。

区　　分
一　　般　　行　　政　　職 技　　能　　労　　務　　職

平均給料月額 平均給与月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平 均 年 齢
黒滝村 ２８０，４００円 ３２１，２００円 ３８．０歳 ２７３，１００円 ２８３，９００円 ５３．９歳

（注）数値は平成１９年度地方公務員給与実態調査に基づきます。

（4）職員の初任給の状況

区　　　分 黒　　　滝　　　村 国
決定初任給 決定初任給

一般行政職
大学卒 １７２，２００円 １７２，２００円
高校卒 １４０，１００円 １４０，１００円

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

区　　　分 経　　　　験　　　　年　　　　数
５年以上１０年未満 １０年以上１５年未満 １５年以上２０年未満

一般行政職
大学卒 １９７，４２５円 ２５６，６００円 ３１０，０３３円
高校卒 １７６，４２０円 ２２７，２５０円 ２６０，５００円

（6）一般行政職の級別職員数の状況

区　　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級
計

標準的な職務内容 主事補・主事 主　事 係長・課長補佐 課　長 課長・参事
職　　員　　数 ６人 ５人 １２人 ４人 ３人 ３０人
構　　成　　比 ２０．０％ １６．７％ ４０．０％ １３．３％ １０．０％ １００％

参
考
１年前の構成比 １３．３％ １３．３％ ５０．１％ １０．１％ １３．３％ １００％
５年前の構成比 ２０．６％ ２３．５％ ３２．３％ ８．８％ １４．８％ １００％

（注）１．黒滝村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。（税務職等を除いた一般行政職の職員数）
２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
３．平成１８年４月１日より、７級制から５級制に変更しています。

（旧給料表の１級及び２級、並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

（7）昇給期間短縮の状況
全　職　員

１７年度
職　　　　　　員　　　　　　数　　　　　 （Ａ） ５３人
普通昇給期間（１２～２４月）を短縮して昇給した職員数（Ｂ） ６人
比　　　　　　　　　　　　　率　　　 （Ｂ／Ａ） １１．３％

１８年度
職　　　　　　員　　　　　　数　　　　　 （Ａ） ４７人
普通昇給期間（１２～２４月）を短縮して昇給した職員数（Ｂ） ０人
比　　　　　　　　　　　　　率　　　 （Ｂ／Ａ） ０％

（平成１９年４月１日現在）

（平成１９年４月１日現在）

（平成１９年４月１日現在）

（平成１９年４月１日現在）

技能労務職
大学卒 ― 円 ― 円 ― 円
高校卒 ― 円 ― 円 １９９，０００円

国 ３２５，７２４円 ３８３，５４１円 ４０．７歳 ２８７，０９４円 ３２０，５１４円 ４８．８歳

（注）平成１９年１２月給与改定後の数値です。

（注）数値は平成１９年度地方公務員給与実態調査に基づきます。

本村の職員の給与については、村の財政状況を踏まえて国家公務員給与に準じて対応していま
す。職員の定員についても黒滝村定員適正化計画に基づき、社会経済情勢や住民ニーズの変化
に対応した職員配置を行いつつ、事務事業の見直しなどを踏まえて適正化に努めています。村
民の皆さまに職員給与・定員のなどの実態を知っていただくため、その概要を公表します。

▲



黒滝村人権・同和問題啓発推進本部

毎月11日は

『人人権権をを確確かかめめああうう日日』です
人権とは、人間が幸せに生きて
いく権利です。
すべての人間が生まれながらに
持っている基本的な権利です。

■今月のおすすめ
中央公民館図書コーナーには約４，５００冊の本があります。あ

なたの探していた本もあるかもしれませんので、どしどしご利用
ください。

■貸 し 出 し 日 月～金曜日（祝日は休み）
■貸し出し期間 ２週間
※ただし、それ以上になる場合は村教育委員会へ、連絡してください。

（文学）肩ごしの恋人／唯川　恵
欲しいものは欲しい、結婚３回目、自称鮫科の女「るり子」。

仕事も恋にものめりこめないクールな理屈や「萌」。性格も考
え方も正反対だけど二人は親友同士、幼なじみの２７歳。この
対照的な二人が恋と友情を通してそれぞれに模索する幸せの形
とは？女の本音と日常をリアルに写して痛快、貪欲にひたむき
に生きる姿が爽快。圧倒的な共感を集めた直木賞受賞作。
（文学）何者でもない／原田宗典
（読み物）５０歳から９０歳の今も・・・

「ひとりの時間を楽しむ本」／三津田富左子
（児童書）おばあちゃんは落語屋さん／森はな・さく　

梶山俊夫・え

黒滝村農業委員会黒滝村農業委員会
委員選挙人名簿の名簿縦覧期間委員選挙人名簿の名簿縦覧期間

日　時　2月23日～3月8日（毎日）
午前8時30分～午後5時

■問合せ 村役場総務課内　選挙管理委員会

下記のとおり縦覧出来ますので、
登録等をお確かめください。

4444月月月月33330000日日日日((((水水水水))))

税税税税 のののの 納納納納 期期期期

軽自動車税軽自動車税

国民健康保険税国民健康保険税

第１期第１期

保
健
福
祉
課
か
ら
のお

知
ら
せ

今
月
の
介
護
予
防
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
は
「
か
ら
だ
を
積
極
的

に
動
か
し
ま
し
ょ
う
」
で
す
。

家
庭
で
で
き
る
介
護
予
防
の

方
法
が
載
っ
て
い
ま
す
。

ご
活
用
下
さ
い
。

広報くろたき　

新新
たた
なな
気気
持持
ちち
でで

決決
意意
をを
固固
くく
！！

１
月
６
日
（
日
）、
新
春
恒
例
の

平
成
20
年
黒
滝
村
消
防
団
出
初
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
黒
滝
村
農
林
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

家
治
団
長
以
下
95
名
が
参
加
、

●日本消防協会定例表彰
本　　部　　　団　　長　　　家治隆司
中央分団　　　班　　長　　　岩本　茂
中央分団　　　団　　員　　　中谷敏弘

●奈良県知事表彰
本　　部　　　副 団 長　　　松本　修
東部分団　　　団　　員　　　近藤博昭

●奈良県消防協会長表彰
東部分団　　　部　　長　　　上中庄八
中央分団　　　班　　長　　　岩本　茂

●奈良県消防協会吉野支部長表彰
東部分団　　　部　　長　　　植田忠三郎
東部分団　　　部　　長　　　田中浩則
中央分団　　　班　　長　　　林　政史
西部分団　　　班　　長　　　岡村昭仁
西部分団　　　団　　員　　　糀　康英
西部分団　　　団　　員　　　小田治彦

●中吉野警察署長表彰
中央分団　　　団　　員　　　前田　博
西部分団　　　団　　員　　　植村孝也
西部分団　　　団　　員　　　的場真一

●中吉野警察署長　勤続30年特別表彰
東部分団　　　副分団長　　　亀井隆平

●村長表彰（勤続20年）
西部分団　　　班　　長　　　岡村昭仁
中央分団　　　班　　長　　　中西勝己

●団長表彰（勤続5年）
中央分団　　　団　　員　　　中　勝洋
役場消防隊機械部　団員　　　森本智晃

（敬称略・順不同）

優
良
団
員
の
表
彰
や
来
賓
の
方
々

か
ら
の
激
励
に
続
き
、
消
防
車
に

よ
る
放
水
が
あ
り
、
盛
大
に
行
わ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
16
日
（
水
）
に
は
、
下

市
町
に
お
い
て
吉
野
支
部
連
合
出

初
式
が
行
わ
れ
、
当
村
か
ら
団
長

以
下
32
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

な
お
、
優
良
団
員
と
し
て
数
々
の

表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご

披
露
い
た
し
ま
す
。
今
後
と
も
使

命
達
成
の
た
め
、
ま
す
ま
す
の
ご

活
躍
を
ご
期
待
い
た
し
ま
す
。

地域の防災の担い手！地域の防災の担い手！
『『黒滝村出初式黒滝村出初式』』
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